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はじめに　――貴社の時間外労働削減のため、この事例集をご活用ください――
　この事例集は、時間外労働の短縮に取り組む企業の参考となるよう、労働時間の削減につながった様々な企
業の取組（各種業務の改善を含む）を収集し、好事例をまとめたものとなっています。貴社における時間外労働
を削減し、従業員の皆さまの健康の向上を図るため、ぜひこの事例集をご活用ください。

　長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保すること等を目的として、月60時間超の時間外労働に係
る割増賃金率を25%以上から50%以上に引き上げること等を内容とする改正労働基準法が平成22年
4月1日から施行されました。（ただし、中小企業主には、割増賃金率の引き上げを猶予する措置がとら
れています。）
　また、法とあわせて改正された限度基準告示（平成10年労働省告示第154号）においては、告示に定
められた限度時間を超える時間外労働を行う場合に、その時間外労働に対する割増賃金率を、法定を超
える率とするよう労使で努めることが求められています。

目　　次

（参考）改正労働基準法（平成22年4月1日施行）の目的

【企業における取組事例の一覧表】
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運　送　業
Case1 ● ● ● ● ● 4
Case2 ● ● 5
コラム① ● 6

食料品製造業

コラム② ● 6
Case3 ● ● ● ● 7
コラム③ ● ● ● ● 8
Case4 ● ● ● ● 9

宿　泊　業
Case5 ● ● 10
コラム④ ● 10

飲　食　業
Case6 ● ● ● 11
コラム⑤ ● 12

印　刷　業 Case7 ● ● ● 13
「取組事例の分類」欄の●印は、本事例集に掲載した取組事例の分類を示しています。
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Ⅰ. 時間外労働削減のための取組に関するアンケート調査結果

(1)時間外労働削減のための取組の状況
　アンケート回答事業場における、労働時間削減のための主な取組の実施率は下図のとおりです。
　様々な取組のうち、「従業員間の労働時間の平準化」「残業を事前に承認する制度」「従業員の能力開発の実
施や自己啓発の支援」の3つは、約8割の事業場において実施されていることがわかりました。4ページ以
降の取組事例においても、Case1､ 3 〜 7では、この3つのいずれかが実施されています。

　平成22年4月の労働基準法等の改正（詳しくは1ページの（参考）欄を参照）により、企業の取組にどのよう
な影響があったのかを調べるために、平成23年10月にアンケート調査を実施しました（調査の概要は14ペー
ジ参照）。このアンケート調査結果から見られた、時間外労働削減のための取組の実施状況、取組と実労働時間
との関係、人件費や生産性との関係などを、以下にご紹介します。

(2)時間外労働削減のための取組と実労働時間の関係
　労働時間削減のための取組を実施している事業場と、実施していない事業場の1か月の実労働時間を比較
した結果、下図に挙げられた取組（特に、「ノー残業デーやノー残業ウィークの設置」「労働時間適正化に関す
る従業員向けの教育の実施」など）は、様々な取組の中でも、実労働時間の短縮に効果があると考えられます。

ノー残業デーやノー残業ウィークの設置
業務繁閑に応じた営業時間・日・休業日の設定

年次有給休暇取得促進の取組
変形労働時間制の導入
交代勤務制度の導入

フレックスタイム制の導入
事業場外労働に関するみなし労働時間制の導入

短時間勤務制度の導入
従業員間の労働時間の平準化を実施
残業を事前に承認する制度の導入

時間管理が評価される管理職人事制度の導入
時間管理が評価される一般従業員人事制度の導入
労働時間適正化に関する従業員向けの教育の実施
経営者等主導の労働時間削減プロジェクトの実施

ＩＴ環境の改善
取引先等との間の発注方法、スケジュールなどの見直し

業務プロセスの見直し（上記のいずれにも分類されないもの）
従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援

0 20 40 60 80 100［％］

60.3
30.9

72.7
45.5

33.0
30.6

23.8
42.2

77.8
77.8

24.7
19.7

54.0
41.7

66.8
48.4

63.2
76.6

ノー残業デーやノー残業ウィークの設置

未実施

年次有給休暇取得促進の取組

未実施

労働時間適正化に関する従業員向けの教育の実施

未実施

経営者等主導の労働時間削減プロジェクトの実施

未実施

取引先等との間の発注方法、スケジュールなどの見直し

未実施

従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援

未実施

0 20 40 60 80 100

25.327.7 46.9

32.215.5 52.3

25.225.4 49.4

32.320.1 47.5

26.325.1 48.7

32.617.6 49.8

25.023.5 51.5

31.622.4 46.0

26.524.6 48.9

30.621.3 48.2

27.424.5 48.1

30.118.5 51.4

180 時間以上160時間以上 180時間未満160時間未満

［％］
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(3)時間外労働削減のための取組の効果
　割増賃金率の引上げによる人件費と生産性の変化を、労働時間削減のための取組を実施している事業場
と、実施していない事業場別に見た結果が下図です。様々な取組の中でも特に、「時間管理が評価される管
理職・一般従業員人事制度の導入」「労働時間適正化に関する従業員向け教育の実施」「経営者等主導の労働
時間削減プロジェクトの実施」の3つでは、実施・未実施の事業場の差が大きく、労働時間削減のための取組
が、経営に関わる項目にもプラスの影響があることが分かりました。
　次ページ以降の取組事例においても、このような、労働時間・人件費の削減、生産性向上等に寄与する様々
な取組事例を紹介しています。

■割増賃金率引上げ・時間外労働削減のための取組実施と生産性の変化（一部抜粋）

■割増賃金率引上げ・時間外労働削減のための取組実施と人件費の変化（一部抜粋）

ノー残業デーやノー残業ウィークの設置
未実施

従業員間の労働時間の平準化を実施
未実施

残業を事前に承認する制度の導入
未実施

時間管理が評価される管理職人事制度の導入
未実施

時間管理が評価される一般従業員人事制度の導入
未実施

労働時間適正化に関する従業員向けの教育の実施
未実施

経営者等主導の労働時間削減プロジェクトの実施
未実施

業務プロセスの見直し
未実施

従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援
未実施

0 20 40 60 80 100

27.3
30.3
28.7
29.7
28.6
29.1

21.6
31.5

23.0
30.3
27.4
30.3
32.0
26.2
29.3
27.4
29.4

23.0

65.9
64.5
64.4
66.7
64.6
67.1

64.3
65.3

64.8
65.1
64.6
66.1
58.8
70.2
63.3
68.9
63.8
73.8

6.8
5.2
6.9
3.6
6.7
3.8
14.0
3.2
12.2
4.6
8.0
3.6
9.2
3.6
7.4
3.7
6.8
3.2

人件費が減った変化はない人件費が増えた

［％］

ノー残業デーやノー残業ウィークの設置
未実施

従業員間の労働時間の平準化を実施
未実施

残業を事前に承認する制度の導入
未実施

時間管理が評価される管理職人事制度の導入
未実施

時間管理が評価される一般従業員人事制度の導入
未実施

労働時間適正化に関する従業員向けの教育の実施
未実施

経営者等主導の労働時間削減プロジェクトの実施
未実施

取引先等との間の発注方法、スケジュールなどの見直し
未実施

業務プロセスの見直し
未実施

従業員の能力開発の実施や自己啓発の支援
未実施
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7.9
4.3

5.4

90.3
90.8
90.1
92.6
89.9
92.7
85.4

92.5
85.6

89.2
91.9

92.6

89.2

87.4
93.3

92.1
89.7

90.7
93.0

89.9

1.4
3.3
1.9
3.2
1.7
3.7
1.7
2.2
2.2
2.1
1.5
2.9
1.6
2.3
1.9
2.2
1.6
2.7
1.4
4.7

変化はない生産性がやや向上した生産性が向上した

［％］

Ⅰ. 時間外労働削減のための取組に関するアンケート調査結果
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Ⅱ. 企業における取組事例

顧客を巻き込んだ業務改善により
業務効率を向上

Case1

▶	始業時と終業前に行うミーティングの際に、管理職が残業予定者の業務内容と退社予定時間を確認し、急ぎの業務以外は
翌日に行うよう指導をしたり、他の社員へ仕事を割り振ったりするなどの調整を、必要に応じ行っています。
▶		残業の実績は、毎月2回、15日と25日に各部の管理職が集計をして、管理部門に報告しています。残業が多い部門は、そ
の都度、なぜ残業が多いのかという理由も報告し、適切に業務を進め、みだりに残業を行わないよう管理しています。

業務の繁閑があるだけでなく、繁忙期には人員が不足する
傾向にあります。そのため、顧客を巻き込んだ業務改善、
残業実施状況の管理などの取組を進めることで業務効率が
向上し、結果として時間外労働の削減につながっています。

時間外労働削減の取組の背景・効果

▶		自社のコストが増加すれば、顧客が当社に支払う費用にも影響します。当社は、自社のコスト削減や業務効率化が図れる
とともに、顧客にとってもコスト削減につながるような提案を顧客に打診しています。
▶		例えば、顧客とやり取りする書類については、業務効率化を図るため、自社で使用する様式と顧客で使用する様式を統一
してもらえるよう依頼し、内容の整理や確認に要する時間を削減するなどしています。
▶		このような業務効率化、作業量の低減により、自社と顧客双方の業務効率化が進み、双方の時間外労働の削減が図れるも
のと考えています。

◦管理職が必要な業務を適正な時間で実施するようにきめ細
かく指導、管理することで、無駄な残業を抑制できています。
◦時間外労働につながるものであっても、顧客からの要望に
は応える必要があります。それだけに、顧客に対して自社
と顧客の双方のコスト削減につながるようなwin-winの提
案を行い、お互いに業務効率化を進めることによって、自
社の労働時間削減と、顧客の要望に応えることを両立させ
ています。

残業の事前申請と実施状況の管理

①�事前申請と実施状況管理による�
残業のスリム化
②�顧客を巻き込んだ、win-winの関係で�
業務効率化
③業務の平準化（計画的な多能工化による）

①

顧客を巻き込んだ業務効率化・改善②

時間外労働削減の取組の内容

時間外労働削減の取組の効果

企業名・事業場名／A社	a支店

事業内容／港湾運送業など

従業員数／ 430名（うち、正社員330名）

所在地／兵庫県神戸市

勤務形態／	オフィス　8:45 〜 17:45　週休2日制	
年間休日119日	
※各現場（職場）により異なる

取組の
ポイント

▶		特定の人しかできない業務があると、その人に業務が集中し、長時間残業につながる原因になります。そこで当社では計画
的に多能工化を進めており、業務の多い従業員がいる場合には、部門の管理者が他の従業員に振り分けるようにしていま
す。多能工化を進める取組として、各職場で必要とする技術・能力、資格・免許を整理し、必要な教育や人材ローテーション
を計画的に実施しています。その結果、特定の人に業務が集中することもなくなり、長時間労働の抑制につながっています。

多能工化を進めて業務を平準化③
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Ⅱ. 企業における取組事例

自ら決めるノー残業デーと業務効率向上の
目標設定で時間外労働を抑制

Case2

▶	従業員によって業務内容、進捗状況はそれぞれ異なるため、一律に曜日を決めて実施するのではなく、各自がそれぞれ毎
週1日、自分でノー残業デーを決定しています。
▶		以前は「みんながいると帰りにくい」という雰囲気がありましたが、ノー残業デーを設定することで、「今日はノー残業
デーなので」と、周囲に気兼ねなく定時で帰りやすくなることを期待して、このような制度を導入しました。
▶		ノー残業デーの実効性を高めるため、あらかじめ職場の全員が共通のファイルに各自のノー残業デーを記入し、お互いに
確認できる仕組みとすることによって、ノー残業デーの設定の重複を避けるなど業務に支障が出ないような調整を各自
で行えるようにしました。

各自が毎週1日ノー残業デーを設定①

時間外労働削減の取組の内容

▶		業務効率の向上や労働時間の削減につながるよう、半年に一度、各自が今の業務上の課題を抽出して、「どのようにした
らよくなるか」「何を変えたらもっと仕事が早く進められるか」ということを考えて、業務効率向上の目標を設定してい
ます。
▶		目標設定に際しては、目標達成のための具体的な手段と、達成可否の判断基準などを記載した計画書を作成しています。
最終的な到達点だけではなく、目標を達成するための手段などを記載することで、より実効性のある計画となるよう配慮
しています。
▶	目標の進捗状況については、各自が1か月に1回レポートを作成し、上司に提出しています。レポートの形式は部門によっ
て異なりますが、例えば営業部門では、「営業活動報告書」に記入し、上司の確認を受けています。
▶		月1回の進捗管理はとても大変ですが、管理しなければ業務上の課題が放置されてしまい、先には進みません。一方で、
進捗を管理すれば計画が進み、今後の業務効率が向上し、労働時間の削減にもつながると考えて、時間を作って活動をし
ています。

時間外労働削減の取組の効果

以前は長時間残業が散見されましたが、業務効率化のため
に目標を設定して進捗を管理したり、実施しやすく工夫した
ノー残業デー制度を設けて実施した結果、従業員一人ひと
りの意識も高まり、著しい長時間残業がなくなっています。

時間外労働削減の取組の背景・効果 ①�毎週1日、従業員が自分で�
ノー残業デーを設定し、�
残業抑制の雰囲気を醸成

②�業務効率向上の目標を設定して、月1回
進捗を管理し、時間管理の意識を向上

取組の
ポイント

業務効率向上の目標を設定②

◦ノー残業デーを設定し、事業場内の従業員が互いに確認できるようにしたことにより、従業員同士でノー残業デーを設定
する日を調整したり、設定した日は定時で帰れるように周囲が配慮するなど、ノー残業デーの実施率が高まり、時間外労
働削減につながっています。
◦過去には、当事業場にて長時間残業があったと聞いていますが、業務効率化を進めた結果、著しい長時間の残業はなくな

り、現状の1か月、1人当たりの時間外労働時間は20時間程度で推移しています。
◦業務改善の目標設定などにより、従業員の仕事に向かう姿勢も変わったと感じています。
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❶

忙しい日をあえてノー残業デーに設定
（運送業：日立物流ファインネクスト株式会社	館林営業所）

◦	当営業所では、月曜日が他の曜日に比べて業務が
忙しくなる傾向があり、残業しがちであるため、
業務効率を意識し早く帰れるようにと、あえて月
曜日をノー残業デーに設定しています。

◦	毎日朝礼を行っており、月曜日の朝礼では、管理
職から当日がノー残業デーであることを周知して
います。事業場の人数も多くないため、従業員へ
の周知も徹底できています。

◦	従業員の意識として、「残業で業務をこなそう」と
いう考えはなく、「効率よく業務を行う」という考
えが根付いています。

◦	その結果、月曜日のノー残業デーの実施率は高
まっており、同時に普段の残業も少なくなってい
ると実感しています。

事業場プロフィール

企業名・事業場名／ 	B社	b事業場

事業内容／運送業

従業員数／ 9名（うち、正社員6名）

所在地／群馬県太田市

勤務形態／ 	9:00 〜 18:00　週休2日制

ぶれいく

コーヒー
COLUMN 

❷

マンネリ化を防止して、改善活動を推進
（食料品製造業：C社）

◦	時間外労働削減につながる業務の効率化を図るた
め、トヨタ生産方式の導入を進めています。トヨタ
生産方式の「ムダ排除」という考え方に基づき、工
程で問題の見える化を行い、作業改善を継続して
いくことで、収益改善につなげているところです。

◦	取組に当たっては、外部の目を入れ、月1回、進捗
の報告会を行いながら進めています。第三者の目
を入れることで、自社だけで進めていては気付か
なかったことに気付けるようになりました。また、
報告会を行うことで、現状をしっかり確認でき、
その後の改善にもつながっています。

◦	長期に渡る改善活動では、活動がマンネリ化し、
従業員の意欲の低下が心配です。当社では、関係
する他社工場の見学に行き、良い点を吸収する機
会を設けるなど、常に向上心を持って、積極的に
活動を続けていけるような雰囲気作りも心がけて
います。

◦	この改善活動を始めてからそれほど期間は経過し
ていませんが、この活動による業務の効率化はも
とより、従業員の負担を軽減し、ひいては、時間外
労働の削減につながることを期待しています。

◦また、長時間の残業が抑制できることで、「やるべき業務を
失念する」「請求書の金額を誤る」などのミスも削減できて
いると考えています。
◦今後は、取組を継続するとマンネリ化して効果が薄くなっ
てしまうため、これらの取組を継続して実施していくだけ
でなく、新たな取組を検討するとともに、定型的な事務作
業などは外注化して、自社の付加価値を高め、同時に労働
時間削減に努めていきたいと考えています。
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Ⅱ. 企業における取組事例

トップダウンで業務改善の取組を推進し、
時間管理も適正化

Case3

▶	従業員は、残業を行う場合に、毎日「時間外労働申請書」を管理職に提出します。管理職は、残業内容を確認し、
残業をしてでも実施する必要のある業務であるかどうかを判断して、不要と判断すれば、翌日に回すよう指
導しています。
▶		この申請フォームには、「残業申請理由」「残業予定時間」「残業内容」などを記入します。管理職に対しては、
申請書があがってきた機会を捉えて、部下の業務の内容や進捗状況を把握し、コミュニケーションを図るよ
うに指示しています。
▶		この制度により、不要な残業が削減されるだけでなく、どの部門で、どのような理由により、どの程度の残業
が発生しているかといった、残業の実態を管理部門が的確に把握できるようになりました。その結果、時間外
労働削減のために、どこから手をつけるべきか、優先順位付けができるようになり、ここから時間外労働の削
減の取組を進めることができました。

残業の事前申請制度の導入と実施状況の管理①

時間外労働削減の取組の内容

▶		当社では、「5S」の取組を進めています。「5S」とは、整理、整頓、清掃、清潔、しつけを意味しており、作業場
等の環境を改善し、業務を無理なく、無駄なくできるようにしようという活動です。
▶		「5S」を漠然と理解しているものの具体的に何をするかを把握している人は少ないため、活動を推進する役
割を担う、管理者への教育を実施して理解を深めてもらうなど、工場長のトップダウンで「5S」を推進してい
ます。
▶	具体的には、職場に置いてある荷物、書類等を必要なものと不要なものに分別し、不要なものは破棄したり、
道具の置き場を決めてそれを明示したり、通路部分や荷物を置く部分を白線を引いて明示して、職場が散ら
かったりしないようにするなど、作業場等の改善を行っています。
▶		「5S」の活動の実効性を上げるため、「5S」を推進するプロジェクトチームのメンバーが、1 ヶ月に1回、課、

工程ごとの「5S」の実施状況をパトロールしています。パトロールでは、全25項目、各項目4点満点の計100
点で評価を行っています。
▶		パトロール中には次のような会話がよくあります。「なぜここに○○があるのか」→「■■をやっているから」
→「なぜここで■■をやっているのか」→「昔からやっているから」という具合です。昔から継続して実施し
ているものは、その理由を考えずに実施しており、無駄なこと、非効率なことが少なくありません。「5S」の
活動は、こういったものを整理し、効率化することに役立っています。

生産数量の増減による繁閑や人材の確保が難しい場合があ
り、時間外労働が多くなっていましたが、社長及び工場長の
トップダウンによる残業時間管理の強化、業務プロセスの見
直しを行い、時間外労働を半減させました。

時間外労働削減の取組の背景・効果 ①�残業の事前申請制度により�
残業の必要性を上司が判断し、�
ムダな残業を削減
②�工場長のトップダウンで5Sの活動を
推進し、ムダを排除して業務効率化

取組の
ポイント

工場長のトップダウンで業務改善の取組を推進②

Ⅱ. 企業における取組事例
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❸

社長自ら工場内を歩いて改善指導
（食料品製造業：E社）

◦	当社は、ファミリーレストラン向け商品の調理・
加工を行う食料品製造業です。社員数は100名強
です。

◦	近年、社員数が減少傾向にある中で、お客様から
の発注増加により、生産量が増加しています。こ
のため、生産性を向上させ、限られた人員でも生
産量を上げていく必要に迫られました。

◦	平成19年以降、社長のトップダウンで、時間外労
働削減を含むコスト削減の取組を進めました。そ
の結果、月平均時間外労働時間を5年前（20時間
程度）と比較すると、社員数は30名弱が減少し、
生産量は増加したにも関わらず、ほとんど増えて
いません（21時間程度）。

◦	取組の例としては、毎日の朝礼を通じて、ムリ・ム
ダをなくしたり、作業時間を短縮するための改善
提案を出すよう、社長が呼びかけ、社員が随時提
案する文化が根付きました。

◦	また、社長が自ら工場内を歩いて回り、改善指示
を出したり、社員の声を踏まえてコスト削減に資
する設備導入を進めていることも、こうした文化
の維持強化に繋がっています。

◦	この他、社長が提案して、目標管理制度の中に「業
務改善・コストダウン」の項目を設け、労働時間や
残業時間の目安を盛り込んだり、残業申請の書式
を整備して残業は申請して行うものとの意識付け
を徹底しました。

◦	上記の月平均時間外労働時間は、こうした一つ一
つの取組の成果と考えています。

事業場プロフィール

企業名・事業場名／D社	d工場

事業内容／食料品製造業

所在地／茨城県

勤務形態／	スタッフ　8:00 〜 16:30　週休2日制	
現場（交代制）　	①		6:00 〜 14:30　	 	

②13:30 〜 22:00	 	
③21:30 〜			6:30

◦残業の事前申請制度を導入し、時間管理の徹底、部署内コミュニケーションの改善、業務管理の実施などによ
り、過去には1か月あたり30時間以上であった時間外労働の時間が、半分以下になりました。
◦「5S」の徹底により、各職場、現場に入った際に、一見して「きれいになった」と感じるようになりました。ま
た、作業に必要な道具をすぐに取り出せるようになって、探し物に時間をかけることがなくなり、労働時間の
削減につながっています。
◦業務効率が向上していることはもちろん、「5S」により醸成された従業員の意識が、様々なムダを排除し、筋

肉質の組織となることで、時間管理の徹底や、時間外労働の適正化をより効果的なものとしています。
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人事評価制度との連動による
時間外労働の抑制

Case4

▶	従業員は、残業を行う場合、日々「自己申告表」により事前申請を行い、管理職に提出しています。残業を行っ
た後は残業の実績を同表に記入しており、管理職が、従業員一人ひとりの時間外労働を把握しています。
▶		さらに管理職は、日々の生産計画とこの申告表に基づき、生産量、売り上げとコストの観点から、時間外労働
が適正かどうかを確認しています。
▶		従業員の労働時間の集計結果は、管理部門経由で、管理職が毎月社長に報告しています。この報告を基に、時
間外労働が多い部門に対して、社長・管理部門から是正勧告を行い、対応策の報告を求めるなど、トップダウ
ンで時間外労働削減に取り組んでいます。
▶		さらに、従業員の時間外労働が月80時間に達する場合には、管理職が会社に伺い書を提出する必要がありま
す。この伺い書が年に3回以上提出された場合には、管理部門から管理職に対し、改善措置を取るように指示
が出ます。そのため、管理職は部下の労働時間をしっかりと管理しています。

残業の事前申請制度の導入と実施状況の管理①

時間外労働削減の取組の内容

▶		管理職の人事考課の項目には、部下の時間外労働が組み入れられており、管理職の評価のみならず、報奨（年
2回の賞与と翌年度の給与）にも影響する仕組みとなっています。このため、管理職は、従業員一人ひとりの
時間外労働を把握するだけでなく、時間外労働の削減の取組を進めていく必要があります。

取引先からの注文量の増減により、業務の平準化が難しい中、残
業を事前に申請したり、人事評価の項目に時間外労働を組み入れ
るなど、トップダウンで取組を推進し、時間外労働の削減に取り
組んでいます。

時間外労働削減の取組の背景・効果 ①�残業の事前申請制度による�
時間外労働の適正化

②�評価と報奨制度との連動で�
時間管理の意識の向上

取組の
ポイント

評価と報奨制度との連動②

事業場プロフィール

◦残業の事前申請制度により、業務量、業務内容と労働
時間の管理が徹底されるようになりました。従業員
は、効率的に業務を行うという意識を持つようにな
り、その結果、労働時間の削減につながっています。
◦また、長時間残業の際の伺い書提出や評価・報奨制度
により、管理職は部下の時間管理に取り組む必要が
あることから、部下の指導を行い、安易に残業を行う
ことはなくなっています。

時間外労働削減の取組の効果

企業名・事業場名／	株式会社ミートサプライ		 	
草加工場

事業内容／食料品製造業（食肉加工）

従業員数／ 90名（うち、正社員8名）

所在地／埼玉県八潮市

勤務形態／ 	8:15 〜 17:00を基本的な就業時間とす
る。　週休2日制

Ⅱ. 企業における取組事例
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❹

パート従業員の業務習熟度を定期的にチェック
（宿泊業：G社	ホテルg）

◦	業務効率向上を目的として、パート従業員の業務
の習熟状況を確認するために、「業務習得状況確認
表」を作成・利用しています。

◦		この確認表は、業務ごとに習得すべき作業を列挙
したチェックリストであり、2〜 3か月に一度、各
人が自己チェックし、それを上司に提出、上司から
のフィードバックにより自己研鑽に努めています。

業務ローテーションにより業務効率向上

Case5

▶	当ホテルでは、特定の従業員に業務が集中することで長時間労働が発生しないようにするため、各従業員が
様々な業務に携われるよう、適宜担当業務をローテーションしています。
▶		業務ローテーションを行った結果、現状の自分の担当業務以外でも、経験したことのある業務であれば他の

業務のサポートができるようになり、結果的に業務量の平準化につながっています。

業務の平準化に向けた業務ローテーション①

時間外労働削減の取組の内容

お客様へのサービスを提供しているため、自社だけでは時間外労
働をコントロールしづらい面があります。会社・従業員ともに労
働時間削減の意識を持ち、各種取組を組み合わせて実施して、業
務効率が向上。結果として時間外労働の削減につながっています。

時間外労働削減の取組の背景・効果 ①�業務の平準化に向けた�
業務ローテーション

②�残業の事前申請制度による�
従業員の時間管理の意識の向上

取組の
ポイント

▶		時間外労働の事前申請制度を設けています。決まった書式で提出するので、管理者が管理しやすく、従業員側
も、基本的には申請しなければ時間外労働は出来ないという意識が芽生えました。ホテルのフロントではお
客様のチェックインが集中した時などに急な残業が発生しているため、現状では事務職員を中心に時間管理
意識の向上につながっています。

残業の事前申請制度②

事業場プロフィール

◦業務ローテーションにより、他の業務をサポートでき
るようになることで、特定の従業員が長時間残業を
行うことが改善されました。また、従業員間のコミュ
ニケーションが活発になることで、チームワークが良
くなり、より一層の業務効率化につながっています。
◦残業の事前申請は、ホテルの現場での利用は難しい場
合がありますが、この事前申請制度を導入したことに
より、残業の抑止につながっていると考えています。

時間外労働削減の取組の効果

企業名・事業場名／ F社	本社・ホテルf

事業内容／宿泊業（ホテル）

所在地／東京都・長野県
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パート・アルバイトの能力管理と
改善提案で正社員の残業を削減

Case6

▶	ファミリーレストランは労働集約型の業界であるため、時間外労働を削減するには、マンパワーが必要です。
正社員の人数が限られている中では、店長業務のように正社員しかできない業務を絞り込むとともに、パー
ト・アルバイトの方に可能な限り広い業務を担っていただけるよう、能力の向上に取り組むことが一人ひと
りの業務を平準化し、時間外労働を削減する鍵となります。
▶		当店では、パート・アルバイトの方の能力向上意欲を高める仕組みを取り入れています。具体的には、こうし
た方々に担っていただく作業をリストアップし、作業ごとの習熟度をチェックリストにして、作業ができる
ようになれば、教育する立場の者がチェックすることにしています。
▶		さらに、このリストを皆が見える場所に掲示することで、各自ができる作業、その習熟度がわかるようにして

います。
▶		習熟度のチェックは1週間ごとに行い、各自の課題を確認して、次に習得すべきことを明確にすることで、教
える人も教わる人も仕事がしやすい環境を作り出しています。また、習熟度は時給に直結する形となってい
ることも、能力向上意欲を高めています。

パート・アルバイトの能力を向上させる仕組み①

時間外労働削減の取組の内容

▶		パート・アルバイトの方から、業務改善のための提案を受け付けています。正社員が呼びかけているわけでは
なく、教育を通して従業員の意識が高まり、より効率的に、より負担を少なく作業する方法をパート・アルバ
イト自らが考えて、提案してくれる場面があります。
▶		例えば、店舗の在庫管理においては、資材の置き方を工夫して、一目で在庫数がわかるようにしています。資
材の置き方などについては、会社としての基本的なルールがありますが、店舗固有の事情によって、個別に対
応すべき点があり、これについては店舗ごとに工夫して対応しています。
▶	パート・アルバイトの方から改善提案を受けた場合には、提案のあった店舗で実践し、有効であると確認でき
たら正社員が本部に報告する仕組みになっています。最終的に、会社全体で採用されて業務マニュアルに組
入れられる場合もあります。
▶		このような業務改善を行うことで、作業がスムーズに進められるようになったり、ミスを減らすことができ、
結果として探し物や片付け、作業のやり直しなどの余計な手間を削減し、労働時間削減につながっています。

時期や天候、周辺地域でのイベントなどにより、業務の繁閑が大
きく変動する中、忙しいときでも長時間の労働となることを避け
るため、パート・アルバイトの能力向上を推進。同時に効率よく業
務が進められるような工夫も行い、時間外労働を抑制しています。

時間外労働削減の取組の背景・効果 ①�パート・アルバイトの�
能力向上で正社員の負担を軽減

②�パート・アルバイトからの�
業務改善の提案で業務効率向上

取組の
ポイント

パート・アルバイトからの業務改善の提案②

Ⅱ. 企業における取組事例
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ぶれいく

コーヒー
COLUMN 

❺

シフト作成を電子化して、業務効率化
（飲食業：I社	i店舗）

◦	正社員の仕事の一つとして、アルバイトのシフト
作成があります。これまでは、アルバイトの方が
紙に希望のスケジュールを記入して、これを正社
員が取りまとめてシフトを作成していましたが、
非常に負担の重い業務であり、労働時間の増加に
つながっていました。

◦	このような、正社員の業務負担軽減などを目的と
して、アルバイトのシフトの希望をネット・携帯
電話経由で入力できるシステムを導入しました。
シフト作成も紙ではなくシステム上でできるもの
としています。

◦	このシステムの導入により、従来は丸1日かかっ
ていたものが、業務量としては少なくとも3割は
軽減されたと感じています。

◦	アルバイトの方からすれば、シフト申請のために
店舗までくる手間が省け、急な予定が入った場合
には携帯電話で変更することもでき、利便性の高
いものと考えています。

事業場プロフィール

企業名・事業場名／H社	h店舗

事業内容／飲食業（ファミリーレストラン）

従業員数／ 90名（うち、正社員8名）

所在地／埼玉県蕨市

勤務形態／ 	9:00 〜翌5:00の中で一日あたり8時間
勤務。月間休日は8日または9日。

◦パート・アルバイトの方の能力向上により、店長固有の業務以外は、多くの場面でパート・アルバイトの方に
担っていただいています。その結果、正社員の負担が軽減されており、現在では、店長以外の正社員について
はほとんど残業が発生していません。
◦パート・アルバイトによる改善提案は、業務が効率化され、時間外労働削減につながるだけでなく、その改善

提案が採用されることでパート・アルバイトのモチベーション向上にも寄与しています。
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Ⅱ. 企業における取組事例

計画的な従業員教育で効率的に能力アップ

Case7

▶	組合と会社の協議を毎月実施しており、その際、時間外労働の実態や課題について話し合っています。どのようにして時
間外労働を削減するかという点について対策の検討を行い、時間外労働削減の取組を実施しています。
▶		例えば、当社では、毎週水曜日にノー残業デーを設定しています。もちろん、皆が定時に帰ることができるように心がけ
ていますが、やむを得ず残業しなければならない場合には、上司にノー残業デーの振替の申請を行い、他の日に定時に帰
るようにしており、形だけで終わらないようにしています。

時間外労働に関して労使で協議①

時間外労働削減の取組の内容

▶		当社では、ISO9001の認証を取得しています。ISO9001とは、品質マネジメントシステムと呼ばれ、顧客からの要求を
満たすために、仕事のやり方を決めてこれを実施し、決められたやり方で適切に実施されているかを管理して、継続的に
改善するための手法です。
▶		ISO9001の認証取得を契機に、能力向上による時間外労働の削減も目的の一つとして、各部署で「業務力量表」を作成し
ています。業務ごとに、各個人の能力がどのようになっているか（ある業務ができるのかどうか）を記入する形としてお
り、自己認識を高めるとともにスキルアップを目指しています。
▶		「業務力量表」をもとに、管理職と当人が相談して「教育訓練計画実施表」を半期ごとに作成し、今後の教育の計画（いつ、

どの項目を教育するかという計画）を立案しています。教育後には、能力向上の確認を再度行い、新たなステップに行く
のか、再度教育を行うのかなどの判断が行われることとなっています。
▶		従業員の能力を的確に把握し、効率よく教育ができるようになることで、無駄な時間を浪費することなく能力向上を図れ
るようになりました。

業務品質向上のため、ISO9001の認証を取得する中で、計画的・効
率的に従業員教育を行っており、従業員の能力を適切に把握できる
ようになりました。また、時間外労働に関して労使で協議を行い、改
善の方策を検討、実施することで時間外労働削減を実現しています。

時間外労働削減の取組の背景・効果 ①�時間外労働に関する労使�
協議により各種取組を実施

②�計画的に従業員教育を�
実施して効率的に能力向上

取組の
ポイント

計画的な従業員教育による能力向上②

事業場プロフィール

◦ノー残業デーの取組をきっかけとして、「早く帰る」「仕事を早く終わらせる」という意識が浸透しています。結果として、
業務を効率よく進められるようになり、時間外労働が削減されるとともに、ワークライフバランスも向上して、従業員の
モチベーション向上にもつながっています。

時間外労働削減の取組の効果

企業名・事業場名／ J社	本部

事業内容／印刷業

所在地／東京都

◦労使が協調して時間外労働削減に取り組んでおり、会社の一
方的な施策ではない、従業員の意見を取り入れた施策として
いるため、時間外労働削減の取組が効果的に進んでいます。

◦計画的に教育を行うことで、従業員の現状の能力とその向
上の程度が目に見えるようになりました。結果として、効
率よく教育を行えるようになり、教育する側、教育を受け
る側双方でのロスがなくなったと考えています。
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Ⅲ. 時間外労働削減のための取組に関するアンケート調査概要
(1)調査対象
以下の条件に当てはまる事業場から抽出した、10,363事業場。
①平成23年4月の1か月間に時間外労働に関する労使協定(いわゆる36協定)を届け出た事業場
②36協定に特別条項付き36協定(※)が含まれる事業場
(※)特別条項付き36協定……	1日を超え3か月以内の期間及び1年間の期間について、限度基準告示に定める限度時間を超えて働かせる場合に必要となる

労使協定。

(3)回答事業場の属性
アンケートに回答した事業場の企業規模、事業場従業員数は以下のグラフのとおりで、従業員数50人未満
が7割弱を占めています。

(2)調査期間、調査方法、有効回答件数
①調査期間:平成23年10月3日〜 10月21日
②調査方法:郵送式(一部、メール、FAXでも回答を受領)
③有効回答件数:3,081件(有効回答率:29.7% )

大企業

中小企業

不明

1～9人

10～49人

50～99人

100人以上

無回答

55.2%

27.5%

14.2%

29.4%
29.4%

29.4%

29.4%

29.4%

29.4%

16.1%

18.5%
14.2%

事業場
従業員数企業規模

時間外・休日
労働時間実労働時間

41.7%

10.0%

17.5%

3.3%

14.4%

30.4%

5時間未満

5時間以上
　10時間未満
10時間以上
　15時間未満
10時間以上
　20時間未満
20時間以上
　40時間未満
40時間以上
　100時間未満
100時間以上

無回答

150時間未満

150時間以上
　160時間未満
160時間以上
　170時間未満
170時間以上
　180時間未満
180時間以上
　200時間未満
200時間以上

無回答

3.1%
1.0% 3.3%

4.8%
2.6%

Ⅳ. 参考資料
　労働基準法や関連する告示、これらを解説する資料等は、以下の厚生労働省ホームページでご覧いた
だけます。

■厚生労働省「労働時間・休日」：http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouzikan.html
■厚生労働省「労働基準法が改正されました」：http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
■パンフレット「改正労働基準法のあらまし」：http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l.pdf

なお、上記「企業規模」における「中小企業」の判定基準は以下のとおりです。

業種 資本金の額または出資の総額　　または　　常時使用する総労働者教
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下

※業種分類は日本標準産業分類 (平成 19年（第 12回）改定 )に従っています。
※事業場単位ではなく、企業単位で判断しています。
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